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別紙 氏 名 櫻井 直樹

※ 申し合わせ事項に留意する。

質 問 事 項

№ １
市職員の心のケアと昼休憩場所について

要

旨

市職員の皆様が、市民のために日々誠実に業務に当たるには、心身の健康

を維持し、働きやすい環境を整えることが不可欠です。特にメンタルヘルス

は、近年どの職場においても大きな課題となっており、職員が安心して働け

る環境づくりは、市民サービスの質を高める上でも欠かせません。

そこで、市職員の心のケアと庁舎内の昼休憩場所について、以下の５点に

ついて伺います。

（１） 市職員の休職状況について

市職員の休職について、現在の状況を伺います。

（２） 心のケアについて

市職員の心の健康は、どのようにケアされているのでしょうか。そ

の方法について伺います。

（３） 職員面接について

職員と管理職との面接について、時期や方法、その効果について伺

います。

（４） 昼休憩場所について

庁舎内において市職員が昼休憩を取るための休憩場所は、現在どの

ように整備されているのか。座席数や配置、利用状況について伺いま

す。

（５） 昼休憩場所の拡張について

庁舎内には、いくつかの会議室があります。昼の休憩時間中に、使

用していない会議室があれば、市職員が読書をしたり仮眠したりする

昼休憩場所に活用できないか伺います。
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別紙 氏 名 櫻井 直樹

※ 申し合わせ事項に留意する。

質 問 事 項

№ ２
中学校休日部活動の地域クラブ活動への変更について

要

旨

中学校の部活動は、子どもたちの人格形成に大きな影響を与えています。

あいさつをする。返事をする。靴をそろえる。道具を大切にする。仲間と協

力する。などなど、学校教育の中で部活動を継続していくことは、大きな意

義があります。その中で、令和８年１月教育委員会から、中学校の休日部活

動が、地域クラブ活動に変わりますというリーフレットが発表されました。

そこで、地域クラブ活動について、以下の６点について伺います。

（１） 地域クラブ活動による変更点について

地域クラブ活動になることで、中学校の休日部活動がどのように変

わるのか伺います。

（２） 政策提言との関係について

昨年 10 月に福祉文教委員会から「中学校の休日部活動の指導者確保

に関する提言書」が提出されました。地域クラブ活動に変更されるに

当たり、提言項目の中で反映された項目について伺います。

（３） 参加費の負担について

活動を有料化することにより、部員全員が参加できるとは限りませ

ん。チームの中で、地域クラブ活動に参加する生徒と参加しない生徒

が混在することになりますが、考えられる影響と対策について見解を

伺います。

（４） チームに与える影響について

部員全員が参加しない地域クラブ活動では、チーム練習ができませ

ん。チームに与える影響について、どのように考えるのか伺います。

（５） 時間外在校等時間に加算されることについて

教職員が指導者になる場合、兼職兼業により教職員の立場ではなく

なります。活動時間が時間外在校等時間に加算されることになった経

緯について伺います。

（６） 今後の平日部活動の方針について

休日の部活動がなくなることにより、平日部活動の存続が懸念され

ます。中学校部活動の意義を考えると、平日部活動の継続が望まれま

す。今後の平日部活動の方針について伺います。


